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『
東
方
宗
教
』
第
六
六
号
（
一
九
六

0
年
）
に
、
「
『
左
伝
』
の
占
星

記
事
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
小
論
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
、
占
星
の
契

機
と
な
っ
た
天
文
事
象
（
日
食
・
彗
星
・
歳
星
〈
木
星
〉
の
所
在
）
に
よ
っ

て
分
類
し
、
そ
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
諸
論
理
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

理
論
と
し
て
は
、
陰
陽
説
・
五
行
説
・
ア
ナ
ロ
ジ
ー
·
共
時
性
•
分
野
説

な
ど
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
天
譴
説
的
意
味
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

占
星
記
事
の
基
と
な
っ
た
伝
承
は
、
戦
国
末
期
か
ら
漠
初
に
か
け
て
の
も

の
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
。

同
論
で
言
及
し
た
も
の
も
含
め
て
、
左
伝
の
占
星
記
事
に
諸
事
項
を
ま

と
め
れ
ば
、
表
I
の
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
論
中
に
、
「
分
野
説
に
つ
い
て
は
別
稿
に
委
ね
る
が
、

結
論
だ
け
を
言
え
ば
、
同
じ
次
に
家
茸
°
諏
昔
之
口
や
玄
•
顕
項
之
虚

と
い
っ
た
名
の
違
い
や
、
鳥
絡
な
ど
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
十
二
次
名

が
確
定
す
る
以
前
の
も
の
と
推
定
す
る
」

(82
頁
）
と
記
し
た
。
結
論
は

今
も
改
め
る
気
は
な
い
が
、
分
野
説
の
成
立
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
異
同

---, 

『
左
伝
』

の
占
星
記
事
にを

表
示
し
て
い
さ
さ
か
説
明
を
加
え
れ
ば
、
ほ
ぽ
私
の
考
え
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
当
面
の
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
問
題

と
し
て
い
る
の
は
十
二
な
い
し
十
三
分
野
説
で
あ
る
。
ほ
か
に
九
州
説
や

北
斗
七
星
と
関
連
す
る
分
野
説
も
あ
る
が
、
除
外
す
る
。
そ
こ
で
表
II
表

mを
示
す
。

表
II
を
み
れ
ば
、
二
十
八
宿
を
、
十
二
に
分
割
す
る
の
は
、
漠
習
律
暦

志
が
初
め
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
分
野
の
配
当
を
な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ

て
「
前
漢
時
代
に
は
十
三
分
野
説
が
支
配
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
」

（
小
島
祐
馬
『
古
代
支
那
研
究
』

47
頁
）
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が

「
後
漠
以
後
、
始
め
て
十
二
分
野
説
が
確
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は

十
二
支
や
十
二
次
に
配
当
し
て
分
野
を
定
め
る
考
え
が
確
立
し
た
た
め
で

あ
る
」

(60
頁
）
と
す
る
の
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
小
島
氏
は
左
伝
な
ど
を
除
外
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
は
あ

る
が
、
津
田
左
右
吉
氏
に
い
た
っ
て
は
、
十
二
次
名
は
前
漢
末
に
至
っ
て

始
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
左
伝
の
占
星
記
事
は
そ
れ
以
後
の
創
案
で

つ
い
て
」
塩

出 補
論

雅

(15) 
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あ
る
と
す
る
。
（
『
左
伝
の
思
想
史
的
研
究
』
）

津
田
氏
の
説
に
は
、
既
に
鎌
田
正
氏
の
反
論
も
あ
る
が
（
『
左
伝
の
成

立
と
そ
の
展
開
』
）
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
R
天
空
を
十
二
に
分

け
た
の
は
何
時
頃
か
ら
か
、
⑧
あ
る
星
な
り
十
二
次
と
特
定
の
地
域
と
の

関
係
は
何
時
頃
考
え
ら
れ
だ
し
た
か
、
そ
し
て
、
c
十
三
分
野
説
の
由
来

は
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

R
天
空
を
十
二
に
区
分
す
る
の
は
、
実
は
漢
書
以
前
に
遡
る
の
で
あ
る
。

既
に
淮
南
子
・
史
記
な
ど
で
も
歳
陰
の
所
在
を
示
す
た
め
に
十
二
に
分
け

て
い
る
が
、
前
一
六
八
年
の
も
の
と
さ
れ
る
馬
王
堆
三
号
墓
出
土
の
「
五

星
占
」
の
木
星
に
関
す
る
記
述
に
は
、
「
東
方
は
木
、
…
…
そ
の
神
は
上

り
て
歳
星
と
な
る
。
歳
ご
と
に
一
国
に
お
り
、
歳
を
司
る
」
と
あ
る
。
木

星
が
約
十
二
年
で
一
周
天
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
は
前

一
六
八
年
以
前
に
十
二
分
野
説
が
考
え
ら
れ
て
い
た
明
証
で
あ
る
。
た
だ

そ
こ
で
は
、
十
二
次
の
名
称
や
分
野
の
配
当
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

R
分
野
の
配
当
の
も
と
と
な
る
、
あ
る
星
と
特
定
の
地
域
と
の
関
係
が

何
時
頃
始
ま
っ
た
か
は
明
白
に
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
小
島
氏
も
既
に

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
昭
公
元
年
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
宋
と

大
火
、
晋
と
参
（
実
沈
）
な
ど
の
関
係
は
、
決
し
て
新
し
い
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
、
漢
代
の
十
三
分

野
説
の
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

c
も
し
分
野
説
が
十
三
分
野
説
に
始
ま
る
と
す
る
な
ら
ば
、
十
三
と
い

う
数
は
何
を
根
拠
に
し
た
も
の
か
、
ま
た
、
燕
と
越
が
隣
り
あ
う
よ
う
に
、

分
野
の
国
に
規
則
性
が
な
い
の
か
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ

も
13
は
自
然
界
で
は
見
出
し
難
い
数
で
あ
っ
て
、
十
三
分
野
説
は
武
帝
が

十
三
州
を
置
い
た
こ
と
に
発
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
十
三
分
野
説
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
の
分
野
説
の
存
在
が

想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
十
三
分
野
説
が
成
立
す
る
際
、
当
時
の

伝
承
を
組
み
入
れ
た
が
た
め
に
、
分
野
の
国
が
あ
ち
こ
ち
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
左
伝
に
み
え
る
十
二
次
名
は
古
い
伝
承
を

今
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
（
表
III)
た
だ
、
十
二
次
に
分
け
て
い
て
も
、

漠
書
や
晋
書
の
よ
う
に
度
数
を
付
し
た
も
の
で
は
な
く
、
漠
然
と
「
あ
の

星
の
あ
た
り
」
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
淮
南
子

や
史
記
の
表
記
の
方
が
よ
り
近
い
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
玄
拐
と

顔
項
之
虚
、
諏
昔
之
口
と
琢
茸
の
よ
う
に
同
一
の
次
に
異
な
っ
た
名
称
が

存
在
す
る
。
そ
れ
は
二
十
八
宿
の
度
数
に
二
系
統
あ
る
よ
う
に
（
表
II)
、

い
く
つ
か
の
流
派
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
。
左
伝
の
占
星
記
事
は
、
名
称

が
確
定
す
る
以
前
の
状
況
を
示
し
、
玄
拐
と
斉
、
大
火
と
宋
な
ど
の
関
係
、

即
ち
分
野
説
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(16) 
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表
I

注

の数字ぱ小論と対応。Aは占星でないと思われるもの、Bは儒家による潤色のあることを示す。

慶慶 慶斎
時

32 31 同 24 21 同 同 17 11 10 ， 8 7 6 30 同 28 14 
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

歳 歳 歳 火 歳 歳
星 日 彗 星 妖 星 日 ヘ 星 星 基
の 同 同 同 同 同 の 同 の ア の 同 の と
所 所 所 ン' 所 異

な
在 食 星 在 星 在 食 ク 在 弁r,廿,. 星

レ る

ス 事
ー`‘

象

史 史 昭 梓 稗 梓 申 良 神 史 士 稗 梓 叔 予

同 同 同 文 同 言

竺甲 墨 子 慎 慎 須 弘 鼈 趙 伯 慎 服 者

同 呉 水 災 同 宋 諸 察 同 陳 衛 鄭 伯 周 宋 宋． 害 を ． 国 ． の 君 の 有 王 ． ． 
予

楚 な 衛 の 楚 の 興 ． 火 の ． 鄭 斉
の さ ． 大 の 死 廃 魯 災 死 統心 の ． 
興 ず 陳 災 興 卿 子 飢 言
廃 ． 廃 の の 饉

鄭 死 死 の
内

の 死
火
災 容

分 五 陰 陰 ア ア 共 分 五 共 分 ア 分 分
野 行 陽 陽 ナ ナ 時 野 行 時 野 ナ 野 野
説 説 説 説 ロ ロ 性 説 説 性 説 ロ 説 説 使

ジ ジ ． ． ジ
＾ I l ア ア I ？ 用． ナ ナ ヽ

し
分 ロ ロ ． 
野 ジ ジ ア た

説 l I ナ 理． ． ロ

五 共 ジ 論
行 時 I 
説 性

12 4 3 3 1 6 6 6 11 ， 10 2 (28) 8 7 5 備
A B B B A 考

(17) 
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奎 塁 塁 危 虚
須 『 斗 箕 尾 心房 底； 充 角

名八二
女 宿十

1 6 ， I 6 I 7 I 0 I 2 8 2 6 II I I 8 5 5 I 5 ， l 2 文子准可 訓天南

l 6 ， I 6 I 7 I 0 I 2 8 2 6 I I I 8 5 5 I 5 ， I 2 志律暦漢書
I 7 I 0 I 8 I 6 I 0 I I 7 24 -I 1 0 I 8 5 5 l 6 I 0 I 3 暦書後

4 志律漢

I I I 5 I 2 0 6 I 4 I 0 ， 2 2 I 0 ， II 7 l□ I I 口 盤八宿堡—十 汝陰
-.,)'---..,---)'. —--''-v-'' 、 J '.  ,、一 准
魯 衛 斉 呉 越 燕 宋 郎 南

29 -I 
天 子

28 25 27 12 34 25 21 文4 訓

八―――←一一ノし――--, ''--..-ー一ノ' , —--.J' ' 'L..-,, 一ヘ

＾ 
史

井 青 楊 江 幽 豫 ＾ 発 漢書 記天
州 州 州 ヽ 州 州 沈州

湖
州

天志文 官書嬰30 26 I 0 ヽ 36 

、一
""" " .,--'' ' ハ―――ャーーノヽ， 曾 " 、 ' ． 

魯 衛 斉 瑯 呉 燕 宋 韓※ 塁
析※ ~1 
木2 寿陳 地

星・ 理
郎 志、一

―奎↓――←一J§..,危逗―――_JL,婆女..:J_ーニ斗~尾~―し氏、4 漢

書

諏 玄 星 析 大 寿
律

皆 拐 紀 木 火 星 暦

志
3 I 30 30 31 30 3 I 

-.J'' ハ｀ハ V ハ V " V 八.,---

諏 玄 星 析 大 寿 十

皆 拐 紀 木 火 星
次
晋

井衛
嘉斉 麟 幽燕 豫宋 充鄭

度
書

州 州 州 州
数 天

文
八 ←一一_/¥ y / ' 'J、一r一）

州 志

井衛 青斉 麟 幽燕 宋 充鄭
郡州 州 州 州

橡
次

州

表

I

分
野
の
異
同
と
二
十
八
宿
の
度
数

(18) 
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輿
鬼

背
揃

（注）「汝陰侯二十八宿盤」については、播揃「我国早期的二十八宿観察及其時代考」（中華文史論叢一九七九I三）特
に表八参照。※1「自東井六度至充六度、謂之寿星之次、郷之分野、与韓同分」※2「自危四度至斗六度、謂
之析木之次、燕之分也。」と、それぞれの文末にあるが、理解できない。あるいは王先謙の言うように、伝写の誤

りかもしれない。※3胃が魯•趙いづれに属するか明記されていない。今仮りに王先謙に従うことにする。※4「自井十度至柳一―一度、謂之鶉首之次、秦之分也o」※5「自柳三度至張十二度、謂之鶉火之次、周之分也。」
診 翼 張

七 柳 靡 参 畢 昴 胃 婁
星

I 7 I 8 J 8 7 1. 5 4 3 3 ， 2 I 6 1 1 l 4 I 2 
I 7 I 8 I 8 7 I 5 4 3 3 ， 2 I 6 I I I 4 I 2 
I 8 1 9 I 7 7 I 4 4 3 0 8 3 I 6 I 2 I 5 I 2 

ロロ
， 

ロ12 I 8 5 2 6 9 6 I 5 I 5 I I I 5 

I'I  ヽ ヽ．

十 楚 周 秦 趙 魏
35 4 0 37 11 41 

" " " 

十 冒 胃 篇
翼 徐

河 州 州

27 42 

'-r--1'., ー.......)ヽ

十
楚 周 秦 魏 趙 ※ 

嬰『 誓『 3 

診 張

も柳と一←上瓢東ーニ畢~胃← 12 II 18)7 
" 

十
鶉 鶉 鶉 実 大 降
尾 火 首 沈 梁 婁

30 31 30 3 I 3 0 30 

'" I 7,'-1立—ャー'---v--ノ
＾ 

'.,-
鶉 鶉 鶉 実 大 降

十 尾 火 首 沈 梁 婁

冒楚 三周 薙秦 篇魏 戚趙 徐魯
河 州 州 州

" " " 
＾ ＾ ‘’ 

十 靡楚 三周 薙秦 篇魏 嘉趙 徐稔
輔 州 州

(19) 
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＊左伝などの「歳在OO」は歳星の所在の表記法であり、既に歳星が十二年で一周天することは知られて
いた。そこで、ここではトニ年一周天の考えに基づいて名称を整理した。なお、鳥絡はとりあえず、杜
注に従って鶉火鶉尾を併せた名称としておいた。左伝では鳥絡と周楚の関係をいうが、国語では鶉火を
周の分野としており、左伝にも鶉火の名が見えるからである。

鶉 鶉 鶉 実 大 降 賑 玄 星 析 大 寿

尾 火 首 沈 梁 襲 些声→ 拐 紀 木 火 星

鶉 大 降 賑 玄 星 析 大
火 梁 襲 拐 紀 木 辰

＾ 
ヽ

＾ 
之 9→←、

＾ 
之 之

昭 昭 襄 口 襄 襄 津 虚
8 11 30 

＾ 
28 28 
＾ ^  春． ヽ ヽ

襄
ヽ ヽ

昭 昭， 30 顕 8 17 
ヽ ー`’ 頂

ヽ ,_, 

秋
啄 之
鈷 虚

左鳥 ヘ ，ー、

舒 昭 昭
ヽ 11 10 氏
襄 ヽ ~ 

28 
ヽ 伝

鶉 鶉 実 大 天 析 大 寿
尾 火 沈 梁 龍 木 火 星

＾ ^  ＾ 
ヘ

＾ 
之

＾ ^  
国

晋 周 晋 晋 周 津 晋 晋． ． ． ． ． 
＾ 
． ． 

四 下 四 四 下 周 四 四． ． ． ． ． ． ． ． 
語1 7 12 12 7 下 12 1 

~ ~ ~ ヽ ~ ． ~ ~ 

7 
~ 

表
III
左
伝
及
び
国
語
に
み
え
る
十
二
次
名

(20) 




